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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　収容物を支える第１底板と、
　上記第１底板から立ち上がるように延びるとともに、上記第１底板上における面上空間
の少なくとも一部を囲い込む第１外壁と
　上記面上空間を隔てており、その隔てた箇所から延びて上記面上空間の外周の一端に至
る方向を第１方向とし、その第１方向の反対側に延びることで面上空間の外周の別端に至
る方向を第２方向とすると、上記の隔てた箇所から第１方向側に向かって面上空間の外周
に至るまでの第１間隔を、上記の隔てた箇所から上記第２方向側に向かって面上空間の外
周に至るまでの第２間隔よりも短くする第１仕切り片と、
　上記第１仕切り片から間隔を空けつつずれて位置することで、上記面上空間を隔ててお
り、その隔てた箇所から上記第１方向側に向かって面上空間の外周に至るまでの第３間隔
を、上記の隔てた箇所から上記第２方向側に向かって面上空間の外周に至るまでの第４間
隔よりも長くする第２仕切り片と、
　を含み、上記第１仕切り片と上記第２仕切り片との間隔を乖離開口面とし、上記乖離開
口面に接し、かつ上記第１底面につながる上記第１仕切り片の縁を第１側縁とするととも
に、上記第１側縁から上記第１方向側に向かって上記面上空間に至るまでの仮想面を第１
仮想面とすると、上記第１仕切り片および上記第２仕切り片によって隔てられる第１方向
側の面上空間である主第１空間は、上記第１仮想面によって、上記第１間隔を含む副第１
空間と、上記第３間隔を含む副第３空間とに隔てられ、
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　上記乖離開口面に接し、かつ上記第１底面につながる上記第２仕切り片の縁を第２側縁
とするとともに、上記第２側縁から上記第２方向側に向かって上記面上空間に至るまでの
仮想面を第２仮想面とすると、上記第１仕切り片および上記第２仕切り片によって隔てら
れる第２方向側の面上空間である主第２空間には、上記第２仮想面によって、上記第２間
隔を含む副第２空間と、上記第４間隔を含む副第４空間とに隔てられ、
　上記第１仕切り片と第２仕切り片とを上記第１方向に直交する面から視て重ならないよ
うに配置するとともに、上記第１仕切り片と第２仕切り片との間は開放され、
　上記副第３空間にて、上記乖離開口面から上記第２仕切り片に至るまでの最小角度が鈍
角になるとともに、上記副第２空間にて、上記乖離開口面から上記第１仕切り片に至るま
での最小角度が鈍角になる収容箱。
【請求項２】
　請求項１に記載の収容箱を第１収容箱とすると、
　　この第１収容箱、
　　　および
　　第１収容箱から突き出る収容物の一端を囲い込む囲み縁を含む第２底板と、
　　上記囲み縁を含む上記第２底板の縁に沿うようにして、その第２底板から立ち上がり
、
　上記囲み縁につながる壁面である囲み壁面を含む第２外壁と、
　を備える第２収容箱、
を含む収容箱セット。
【請求項３】
　請求項１に記載の収容箱が、開閉扉の内側面に位置する冷却庫。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷蔵庫、冷凍庫等の冷却庫であり、詳説すると、冷却庫に搭載される収容箱
、および収容箱セットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　通常、冷凍冷蔵庫の開閉扉には、比較的背の高いペットボトルおよび一升瓶等を収容す
る収容箱（便宜上、第１収容箱と称す）と、比較的の背の低い調味料の小瓶、卵等を収容
する収容箱（便宜上、第２収容箱と称す）とが取り付けられる。
【０００３】
　これらの収容箱は、開閉扉が閉ざされた場合、狭い冷蔵室内に位置するために、開閉扉
から過剰に突き出ない。そのため、収容箱の奥行き長は比較的短くなってしまう。そして
、このように比較的短い奥行き長しか確保できない収容箱、特に第１収容箱の場合、限ら
れたスペースを有効利用するために、仕切り壁が重要になる。
【０００４】
　なぜなら、仕切り壁で、第１収容箱の内部が適切に区分けされれば、比較的高い背を有
する上に奥行き長も長い（要は太い）ペットボトル等や、比較的低い背を有し奥行き長も
短い（要は細い）小瓶等が、入れやすくなったり、収容後にがたついたりしないためであ
る。
【０００５】
　また、第１収容箱および第２収容箱は、開閉扉の高さ方向に沿って並ぶ。そのため、第
１収容箱に背の高いペットボトル等が収容されると、そのペットボトルの先端が第２収容
箱に接触する。特に、この接触は、第１収容箱に対するペットボトル等の出し入れがしに
くい場合や、第１収容箱に収容後のペットボトル等ががたつく場合、一層生じやすい。
【０００６】
　かかるような第１収容箱に収容されたペットボトルや一升瓶等と第２収容箱との接触を
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防止させる冷凍冷蔵庫は、例えば特許文献１～３に開示されている。
【特許文献１】特開２００７－４０６６８号公報（図１３参照）
【特許文献２】特開平１０－９６５８５号公報（図１参照）
【特許文献３】特開２００３－３２２４６１号公報（図１参照）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１～３の冷凍冷蔵庫では、第２収容箱に特別な機構を要する。
このような機構は複雑ゆえにユーザは使用しにくい。また、機構分のコストのために、収
容箱、ひいては冷凍冷蔵庫のコストまでも上がってしまう。
【０００８】
　また、特許文献１～３の冷凍冷蔵庫は、第２収容箱に着目ばかりしており、第１収容箱
に着目していない。つまり、これらの冷凍冷蔵庫は、第１収容箱における仕切り壁を何ら
工夫していない。そのために、第１収容箱に対するペットボトル等の出し入れがしにくい
場合や、第１収容箱に収容後のペットボトル等ががたつく場合、が起きやすく、それに起
因して、問題となる接触が起きやすい。
【０００９】
　本発明は、上記の状況を鑑みてなされたものである。そして、本発明の目的は、ペット
ボトル等を簡単に収容でき、かつ安定して収容できる使いよい収容箱等を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　収容箱は、第１底板、第１外壁、第１仕切り片、および第２仕切り片を含む。第１底板
は、収容物を支える。第１外壁は、第１底板から立ち上がるように延びるとともに、その
第１底板上における面上空間の少なくとも一部を囲む。
【００１１】
　第１仕切り片は、面上空間を隔てている。ここで、その隔てた箇所から延びて面上空間
の外周の一端に至る方向を第１方向とし、その第１方向の反対側に延びることで面上空間
の外周の別端に至る方向を第２方向とする。すると、第１仕切り片は、上記の隔てた箇所
から第１方向側に向かって面上空間の外周に至るまでの第１間隔を、上記の隔てた箇所か
ら第２方向側に向かって面上空間の外周に至るまでの第２間隔よりも短くする。
【００１２】
　第２仕切り片は、第１仕切り片からずれて位置して面上空間を隔てている。そして、こ
の第２仕切り片は、上記の隔てた箇所から第１方向側に向かって面上空間の外周に至るま
での第３間隔を、上記の隔てた箇所から第２方向側に向かって面上空間の外周に至るまで
の第４間隔よりも長くする。
【００１３】
　以上のような収容箱における面上空間では、第１仕切り片および第２仕切り片を境に区
分けされる２個の小空間が生じる。詳説すると、第１仕切り片および第２仕切り片を境に
して、第１方向側の小空間（主第１空間）と第２方向側の小空間（主第２空間）とが生じ
る。そして、この小空間には異なる間隔を有する部分が生じる。
【００１４】
　主第１空間は、第１間隔を有する部分と第３間隔を有する部分とを含む。一方、主第２
空間は、第２間隔を有する部分と第４間隔を有する部分とを含む。そのため、収容箱にお
ける主第１空間には、異なったサイズ、すなわち比較的短い第１間隔に収まるサイズの収
容物と第１間隔に収まらず第３間隔に収まるサイズの収容物とが収容される。また、収容
箱における主第２空間には、比較的短い第４間隔に収まるサイズの収容物と第４間隔に収
まらず第２間隔に収まるサイズの収容物とが収容される。
【００１５】
　ここで、第１間隔～第４間隔を適宜設定することによって、収容箱の使い勝手が向上す
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る。例えば、ユーザに対して、主第１空間を手前側、主第２空間を奥側とすると、主第１
空間の第３間隔に対応する部分が比較的長い間隔になり、使いやすい。特に、この収容箱
が、冷却庫等における開閉扉の内側面に備え付けられていれば、第３間隔に対応する部分
には、一升瓶等のような比較的大きなサイズの収容物が簡単に収容できる。また、その収
容物は、収容後に安定して保持される。
【００１６】
　なお、第１仕切り片と第２仕切り片との間隔は乖離開口面である。このようになってい
ると、例えば、主第１空間の第３間隔に対応する部分に収容された収容物の一部が主第２
空間に侵入する。逆に、主第２空間の第２間隔に対応する部分に収容された収容物の一部
が、主第１空間に侵入する。そのため、比較的大きなサイズの収容物が、第３間隔に対応
する部分および第２間隔に対応する部分に、一層簡単に収容される。
【００１７】
　また、乖離開口面に接し、かつ第１底面につながる第１仕切り片の縁を第１側縁とする
とともに、第１側縁から第１方向側に向かって面上空間に至るまでの仮想面を第１仮想面
とすると、主第１空間は第１仮想面によって隔てられると望ましい。詳説すると、第１仕
切り片および第２仕切り片によって隔てられる第１方向側の面上空間である主第１空間は
、第１仮想面によって、第１間隔を含む副第１空間と、第３間隔を含む副第３空間とに隔
てられると望ましい。
【００１８】
　特に、この副第３空間内にて、乖離開口面から第２仕切り片に至るまでの最小角度が鈍
角であると望ましい。このようになっていると、乖離開口面の縁にもなる第１側縁と第２
仕切り片とが、副第３空間内の収容物を受け止めやすい位置になる。そのため、副第３空
間に収容された収容物の一部が容易に主第２空間（詳説すると、後述の副第２空間）に侵
入し、確実に、比較的大きなサイズの収容物が副第３空間に収容される。
【００１９】
　ところで、乖離開口面に接し、かつ第１底面につながる第２仕切り片の縁を第２側縁と
するとともに、第２側縁から第２方向側に向かって面上空間に至るまでの仮想面を第２仮
想面とすると、主第２空間は、第２仮想面によって隔てられると望ましい。詳説すると、
第１仕切り片および第２仕切り片によって隔てられる第２方向側の面上空間である主第２
空間には、第２仮想面によって、第２間隔を含む副第２空間と、第４間隔を含む副第４空
間とに隔てられると望ましい。
【００２０】
　この副第２空間および副第４空間は、例えば主第１空間がユーザに対して手前側にある
と、奥側の主第２空間に含まれる空間ではある。しかし、副第２空間は、比較的長い第２
間隔に対応する部分であるので、副第３空間同様、使いやすい。また、副第４空間は比較
的短い第４空間に対応する部分であるので、小物が入りやすい。
【００２１】
　特に、副第２空間内にて、乖離開口面から第１仕切り片に至るまでの最小角度が鈍角で
あると望ましい。このようになっていると、乖離開口面の縁である第２側縁と第１仕切り
片とが、副第２空間内の収容物を受け止めやすい位置になる。そのため、副第２空間に収
容された収容物の一部が容易に主第１空間（詳説すると、副第３空間）に侵入し、確実に
、比較的大きなサイズの収容物が副第２空間に収容される。
【００２２】
　なお、以上のような収容箱を第１収容箱とすると、この第１収容箱および以下の第２収
容箱を含むセット（収容箱セット）も本発明といえる。なお、第２収容箱は、第１収容箱
から突き出る収容物の一端を囲い込む囲み縁を含む第２底板と、囲み縁を含む第２底板の
縁に沿うようにしてその第２底板から立ち上がり、囲み縁につながる壁面である囲み壁面
を含む第２外壁と、を備える。
【００２３】
　また、以上のような収容箱（第１収容箱）が、開閉扉の内側面に位置する冷却庫も本発
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明といえるし、以上のような第１収容箱および第２収容箱を含む収容箱セットが、開閉扉
の内側面に位置する冷却庫も本発明といえる。
【００２４】
　なお、冷却庫の開閉扉の内側面に第１収容箱が位置すると、面上空間が、第１外壁と開
閉扉の内側面とに接すると望ましい。
【００２５】
　また、第１外壁は、第１仕切り片および上記第２仕切り片を境にして第１方向側に位置
し、開閉扉の内側面は、第１仕切り片および第２仕切り片を境にして第２方向側に位置し
ていると望ましい。
【００２６】
　また、冷却庫の開閉扉の内側面に収容箱セットが位置すると、以下のようになると望ま
しい。すなわち、開閉扉の内側面には、第１収容箱と、その第１収容箱における第１外壁
の延び方向の先に第２収容箱と、が備えられる。そして、第２底板の囲み縁および第２外
壁の囲み壁面が、開閉扉の内側面に向かってへこんでおり、第１収容箱と第２収容箱との
並ぶ方向にて、囲み縁および囲み壁面と、第２仕切り片とが並んでいると望ましい。
【００２７】
　このようになっていると、第１収容箱における第２仕切り片付近（例えば、第２仕切り
片を含む副第３空間）に一升瓶等が収容されたとしても、その一升瓶の注ぎ口は、へこん
だ第２底板の囲み縁および囲み壁面に入り込む。したがって、一升瓶の注ぎ口は、第２収
容箱に接触して開閉扉から離れるように倒れこまない。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、収容箱における面上空間にて区分けされた１つの小空間が、間隔を異
ならせた部分を複数含む。したがって、小空間における一方の間隔の部分に収容されない
ものであっても、他方の間隔の部分に収容可能になる。そのため、この収容箱は使いよい
といえる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　［実施の形態１］
　本発明の実施の一形態について、図面に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお
、便宜上、ハッチング、部材符号等を省略する場合もあるが、かかる場合、他の図面を参
照するものとする。また、図面上での黒丸は紙面に対し垂直方向を意味する。
【００３０】
　また、冷却庫は、食品等の物品の温度を下げる装置全般を指す概念である。そのため、
冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫、保冷庫、ショーケース、自動販売機等の装置は、冷却庫の
一例となる。
【００３１】
　図５は、冷凍冷蔵庫４９の側面断面図を示す。詳説すると、図５は冷凍冷蔵庫４９にお
ける冷蔵室（収容室）４１付近の断面を示す。なお、この図等では、冷蔵室４１に収容さ
れる一升瓶５１（点線表示）も示される。
【００３２】
　また、図６は図５の冷凍冷蔵庫４９におけるＡ－Ａ’線矢視方向からみた断面図および
側面図であり、図７は図５の冷凍冷蔵庫４９におけるＢ－Ｂ’線矢視方向からみた断面図
および側面図である。そして、図６および図７では、便宜上、冷蔵室４１の開閉扉８２以
外に位置する収納箱（食品等を収容する箱）および棚は省略されている。
【００３３】
　なお、開閉扉ＤＲは観音開き方式であり、一方の開閉扉ＤＲは第１開閉扉ＤＲ１、他方
の開閉扉ＤＲは第２開閉扉ＤＲ２と称される。そして、図８～図１３は、第１開閉扉ＤＲ
１を示す。詳説すると、図８および図９は、互いに異なる方向からみた第１開閉扉ＤＲ１
の斜視図であり、図１０は、第１開閉扉ＤＲ１の内側面ＩＳを正面とする平面図である。
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【００３４】
　また、図１１は、冷蔵室４１の天面４２側から底面４３側に向かって（図５参照）、第
１開閉扉ＤＲ１をみた平面図である。また、図１２および図１３は、互いに異なる方向か
らみた第１開閉扉ＤＲ１の側面図である。詳説すると、図１２は第１開閉扉ＤＲ１を開閉
可能に取り付けている冷蔵室４１の側壁４４側からみた側面図であり、図１３は第２開閉
扉ＤＲ２に隣り合う第１開閉扉ＤＲ１の縁側からみた側面図である。
【００３５】
　なお、図５～図７に示すように、冷蔵室４１における天面４２から底面４３に至る方向
を高さ方向Ｔ１、冷蔵室４１にて一方の側面４４から他方の側面４４に至る方向を幅方向
Ｗ１、冷蔵室４１の開放面を覆う開閉扉ＤＲから冷蔵室４１の背面までに至る方向を奥行
き方向Ｄ１、とする。
【００３６】
　そして、以上の図面を参照しつつ、第１開閉扉ＤＲ１の内側面ＩＳに取り付けられてい
る収容箱ＢＸ（第１収容箱ＢＸ１および第２収容箱ＢＸ２・ＢＸ２）について説明する。
収容箱ＢＸは、一升瓶５１等の種々のものを収容する。そして、収容箱ＢＸは様々な形状
を有しており、第１収容箱ＢＸ１と第２収容箱ＢＸ２とは互いに異なる形状になっている
。
【００３７】
　第１収容箱ＢＸ１は、第１開閉扉ＤＲ１における内側面ＩＳの底側（冷蔵室４１の底面
４３側）に位置する。一方、第２収容箱ＢＸ２・ＢＸ２は、第１収容箱ＢＸ１から天側（
冷蔵室４１の天面４２側）に向かって並ぶ。すなわち、第１収容箱ＢＸ１、および第２収
容箱ＢＸ２・ＢＸ２は、第１開閉扉ＤＲ１の内側面ＩＳにて、高さ方向Ｔに沿って並ぶ。
【００３８】
　ここで、以上の図面に加え、図６の部分拡大図である図１、および図２を用いて、第１
収容箱ＢＸ１について詳説する。なお、図１にて示される諸空間（後述）は、便宜上、重
畳しないように図示する。
【００３９】
　第１収容箱ＢＸ１は、第１底板１１、第１外壁１５、第１仕切り片ＰＴ１、および第２
仕切り片ＰＴ２を含む。なお、第１仕切り片ＰＴ１および第２仕切り片ＰＴ２は、後述の
面上空間ＳＰを隔てる壁となるので、仕切り壁ＰＴとも称せる。
【００４０】
　第１底板１１は、食品、飲料ボトル、瓶、パック類、および調味料等の収容物を支える
板状部材である。なお、第１底板１１の形状は特に限定されるものではないが、第１開閉
扉ＤＲ１の幅長（閉じられた状態での第１開閉扉ＤＲ１が幅方向Ｗ１に沿って有する長さ
）よりも若干短い長手と、その長手よりも短い短手とを有する形状であると望ましい。
【００４１】
　そして、このような長手の方向および短手の方向が生じる場合、その長手方向が第１底
板１１（ひいては第１収容箱ＢＸ１）の幅方向Ｗ２となり、短手方向が第１底板１１の奥
行き方向Ｄ２となる（なお、幅方向Ｗ２および奥行き方向Ｄ２に対して直交等する方向が
第１収容箱ＢＸ１の高さ方向Ｔ２となる）。
【００４２】
　第１外壁１５は、第１底板１１から立ち上がるように延びるとともに、収容物を囲い込
む形状（囲み形状）を有する。詳説すると、第１外壁１５は、第１底板１１における縁の
一部分から立ち上がるように延びることで、第１底板１１における面上の空間（面上空間
ＳＰ）の少なくとも一部を囲む。
【００４３】
　なお、第１底板１１における長手の縁から立ち上がる第１外壁１５の一部分は、長手第
１外壁片１５Ｌ、第１底板１１における短手の縁から立ち上がる第１外壁１５の一部分は
、短手第１外壁片１５Ｓとする。
【００４４】
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　第１仕切り片ＰＴ１は、第１底板１１における面内にて、第１外壁１５と同じように立
ち上がる壁材である。詳説すると、第１仕切り片ＰＴ１は、第１底板１１における面内か
ら立ち上がるとともに、長手第１外壁片１５Ｌの壁面に沿うように延びる（要は、第１仕
切り片ＰＴ１は、高さ方向Ｔ２に立ち上がりつつ幅方向Ｗ２に延びる）。そのため、この
第１仕切り片ＰＴ１は、面上空間ＳＰを隔てる（分ける）。
【００４５】
　そこで、このように隔てる箇所、すなわち第１仕切り片ＰＴ１から面上空間ＳＰの外周
の一端である長手第１外壁片１５Ｌに至る方向（例えば、第１仕切り片ＰＴ１から長手第
１外壁片１５Ｌの最短距離を規定する方向）を第１方向Ｅ１とする。また、この第１方向
Ｅ１に対して、反対側に延びることで面上空間ＳＰの外周の別端に至る方向を第２方向Ｅ
２とする。
【００４６】
　すると、第１仕切り片ＰＴ１が第１底板１１の面内に形成されることで、第１仕切り片
ＰＴ１から第１方向Ｅ１側に向かって面上空間ＳＰの外周に至るまでの第１間隔Ｊ１と、
第１仕切り片ＰＴ１から第２方向Ｅ２側に向かって面上空間ＳＰの外周に至るまでの第２
間隔Ｊ２が生じる。そして、これらの第１間隔Ｊ１と第２間隔Ｊ２とを比較すると、第１
間隔Ｊ１は第２間隔Ｊ２よりも短い。つまり、第１仕切り片ＰＴ１は、第１間隔Ｊ１を第
２間隔Ｊ２よりも短くするように位置する。
【００４７】
　第２仕切り片ＰＴ２は、第１仕切り片ＰＴ１同様に、第１底板１１における面内にて、
第１外壁１５と同じように立ち上がる壁材である。すなわち、第２仕切り片ＰＴ２は、第
１底板１１における面内から立ち上がるとともに、長手第１外壁片１５Ｌの壁面に沿うよ
うに延びる。
【００４８】
　ただし、第２仕切り片ＰＴ２は、幅方向Ｗ２において第１仕切り片ＰＴ１から若干乖離
するとともに、奥行き方向Ｄ２においても第１仕切り片ＰＴ１から若干乖離する。要は、
第２仕切り片ＰＴ２は、第１仕切り片ＰＴ１からずれて位置する（なお、乖離して隣り合
う第１仕切り片ＰＴ１と第２仕切り片ＰＴ２との間隔は乖離開口面ＯＰと称される；図２
の網点部分参照）。そして、この第２仕切り片ＰＴ２も、第１仕切り片ＰＴ１同様に、面
上空間ＳＰを隔てる。
【００４９】
　このように隔てる箇所、すなわち第２仕切り片ＰＴ２から第１方向Ｅ１側に向かって面
上空間ＳＰの外周の一端である長手第１外壁片１５Ｌに至るまでの第３間隔Ｊ３、および
、第２仕切り片ＰＴ２から第２方向Ｅ２側に向かって面上空間ＳＰの外周に至るまでの第
４間隔Ｊ４が生じる。そして、これらの第３間隔Ｊ３と第４間隔Ｊ４とを比較すると、第
３間隔Ｊ３は第４間隔Ｊ４よりも長い。つまり、第２仕切り片ＰＴ２１は、第３間隔Ｊ３
を第４間隔Ｊ４よりも長くするように位置する。
【００５０】
　以上のような第１仕切り片ＰＴ１と第２仕切り片ＰＴ２をつなげて１つの仕切り壁ＰＴ
と考えると、その仕切り壁ＰＴは、面上空間（大空間）ＳＰを小空間に２分する。そして
、この仕切り壁ＰＴを境にして、第１方向Ｅ１側の小空間、すなわち第１開閉扉ＤＲ１の
内側面ＩＳから離れる側の小空間を主第１空間ＭＳ１とする。一方で、仕切り壁ＰＴを境
にして、第２方向Ｅ２側の小空間、すなわち第１開閉扉ＤＲ１の内側面ＩＳに近い側の小
空間を主第２空間ＭＳ２とする。
【００５１】
　これら主第１空間ＭＳ１および主第２空間ＭＳ２には、異なる間隔を有する部分が生じ
る。すなわち、主第１空間ＭＳ１は、第１間隔Ｊ１を有する部分と第３間隔Ｊ３を有する
部分とを含む。一方、主第２空間ＭＳ２は、第２間隔Ｊ２を有する部分と第４間隔Ｊ４を
有する部分とを含む。つまり、第１収容箱ＢＸ１には、４つの空間（副空間ＳＳ）が生じ
る。
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【００５２】
　すると、副空間ＳＳが各々有する第１間隔Ｊ１～第４間隔Ｊ４が適宜設定されることに
よって、第１収容箱ＢＸ１の使い勝手が向上する。例えば、第１開閉扉ＤＲ１を開いた場
合、主第１空間ＭＳ１がユーザの手前側になり、主第２空間ＭＳ２がユーザの奥側になる
ので、頻繁に出し入れするような収容物（例えば、ペットボトル、牛乳パック類、および
一升瓶）が主第１空間ＭＳ１の副第１空間ＳＳ１および副第３空間ＳＳ３に収容できれば
望ましい。
【００５３】
　逆に、頻繁に出し入れしない収容物（例えば、調味料等の小瓶、および料理酒瓶）が、
主第２空間ＭＳ２の副第２空間ＳＳ２および副第４空間ＳＳ４に収容できれば望ましい。
ただし、これに限定されるものではなく、副第１空間ＳＳ１および副第３空間ＳＳ３に、
小瓶等が収容され、副第２空間ＳＳ２および副第４空間ＳＳ４に、ペットボトル等が収容
されてもよい。
【００５４】
　ここで、副空間ＳＳ１～ＳＳ４について詳説する。副第１空間ＳＳ１および副第３空間
ＳＳ３は、以下の仮想面によって隔てられる。その仮想面とは、乖離開口面ＯＰに接し、
かつ第１底面１１につながる第１仕切り片ＰＴ１の縁（第１側縁ＥＧ１）から第１方向Ｅ
１側に向かって面上空間ＳＰの外周（すなわち長手第１外壁片１５Ｌ）に至るまでの仮想
面（第１仮想面ＩＭ１）である。つまり、主第１空間ＭＳ１は、第１仮想面ＩＭ１によっ
て、第１間隔Ｊ１を含む副第１空間ＳＳ１と、第３間隔Ｊ３を含む副第３空間ＳＳ３とに
隔てられる。
【００５５】
　特に、副第１空間ＳＳ１は、第１仮想面ＩＭ１、第１仕切り片ＰＴ１、および第１外壁
１５によって囲まれる。一方、副第３空間ＳＳ３は、第１仮想面ＩＭ１、乖離開口面ＯＰ
、第２仕切り片ＰＴ２、および第１外壁１５によって囲まれる。
【００５６】
　そして、このような副第１空間ＳＳ１は比較的短い第１間隔Ｊ１を含む一方、副第３空
間ＳＳ２は比較的長い第３間隔Ｊ３を含むので、例えば副第３空間ＳＳ３にペットボトル
または一升瓶等が収容でき、副第１空間ＳＳ１に牛乳パック類等が収容できる。つまり、
副第１空間ＳＳ１に収容できなかった収容物が、その副第１空間ＳＳ１に隣り合う副第３
空間ＳＳ３には収容され得る。
【００５７】
　そのため、第１収容箱ＢＸ１における主第１空間ＭＳ１の幅方向Ｗ２に、奥行き長を比
較的大きく異ならせた（太さを大きく異ならせた）収容物が並列する。これは、種々サイ
ズ（奥行き長）の異なる収容物が第１収容箱ＢＸ１に入りやすくなったことになる。その
ため、ユーザにとって、第１収容箱ＢＸ１は使いやすい。
【００５８】
　また、一升瓶等を収容できる副第３空間ＳＳ３は、冷蔵室４１の側壁４４に対して第１
開閉扉ＤＲ１を回動可能にさせるヒンジに近い。そのため、比較的重い一升瓶等が副第３
空間ＳＳ３に収容されてとしても、ヒンジにかかる負担は少なくてすむ。そのため、ヒン
ジ付近のドアパッキンに巻き込み等の不具合は生じない。
【００５９】
　また、一升瓶等を収容できる副第３空間ＳＳ３の第１底板１１は、第２仕切り片ＰＴ２
側を長手第１外壁片１５Ｌ側よりも高くする。要は、副第３空間ＳＳ３の第１底板１１は
、長手第１外壁片１５Ｌに対して近づくように（鋭角になるように）傾斜する。そのため
、第１開閉扉ＤＲ１が閉じられた場合、副第３空間ＳＳ３に収容されている一升瓶等は、
冷蔵室４１に向かって傾く。このような傾きが生じると、第１開閉扉ＤＲ１のヒンジ付近
におけるドアパッキンは、冷蔵室４１の側壁４４等に対して一層密着する。したがって、
冷蔵室４１に対する第１開閉扉ＤＲの密閉度合いは高く維持される。
【００６０】
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　また、副第２空間ＳＳ２および副第４空間ＳＳ４は、以下の仮想面によって隔てられる
。その仮想面とは、乖離開口面ＯＰに接し、かつ第１底面１１につながる第２仕切り片Ｐ
Ｔ２の縁（第２側縁ＥＧ２）から第２方向Ｅ２側に向かって面上空間ＳＰの外周に至るま
での仮想面（第２仮想面ＩＭ２）である。つまり、主第２空間ＭＳ２は、第２仮想面ＩＭ
２によって、第２間隔Ｊ２を含む副第２空間ＳＳ２と、第４間隔Ｊ４を含む副第４空間Ｓ
Ｓ４とに隔てられる。
【００６１】
　特に、副第２空間ＳＳ２は、第２仮想面ＩＭ２、乖離開口面ＯＰ、第１仕切り片ＰＴ１
、第１外壁１５、および第１開閉扉ＤＲ１の内側面ＩＳによって囲まれる。一方、副第４
空間ＳＳ４は、第２仮想面ＩＭ２、第２仕切り片ＰＴ２、第１外壁１５、および第１開閉
扉ＤＲ１の内側面ＩＳによって囲まれる。
【００６２】
　そして、このような副第２空間ＳＳ２は比較的長い第２間隔Ｊ２を含む一方、副第４空
間ＳＳ４は比較的短い第４間隔Ｊ４を含むので、例えば副第２空間ＳＳ２にペットボトル
等が収容でき、副第４空間ＳＳ４に調味料の小瓶等が収容できる。つまり、副第４空間Ｓ
Ｓ４に収容できなかった収容物が、その副第４空間ＳＳ４に隣り合う副第２空間ＳＳ２に
は収容され得る。
【００６３】
　そのため、第１収容箱ＢＸ１における主第２空間ＭＳ２の幅方向Ｗ２に、奥行き長を比
較的大きく異ならせた収容物が並列する。これは、主第１空間ＭＳ１同様、種々サイズの
異なる収容物が第１収容箱ＢＸ１に入りやすくなったことになる。そのため、ユーザにと
って、第１収容箱ＢＸ１は一層使いやすい。特に、主第１空間ＭＳ１と主第２空間ＭＳ２
とが奥行き方向Ｄ２にて並列することから、さらに一層、第１収容箱ＢＸ１は使いやすい
。
【００６４】
　ところで、第１仕切り片ＰＴ１と第２仕切り片ＰＴ２との間隔は、開放面（乖離開口面
ＯＰ）になっている。そのため、この乖離開口面ＯＰを境に分かれる空間同士は、部分的
につながる。すなわち、主第１空間ＭＳ１と主第２空間ＭＳ２とは、乖離開口面ＯＰを介
してつながる。そのため、例えば、主第１空間ＭＳ１に収容物が収容される場合、その収
容物の一部が、主第２空間ＭＳ２に侵入する。
【００６５】
　詳説すると、例えば、主第１空間ＭＳ１に含まれる副第３空間ＳＳ３に収容された収容
物の一部が、主第２空間ＭＳ２に含まれる副第２空間ＳＳ２に侵入する。逆に、主第２空
間ＭＳ２に含まれる副第２空間ＳＳ２に収容された収容物の一部が、主第１空間ＭＳ１に
含まれる副第３空間ＳＳ３に侵入する。
【００６６】
　このようになっていると、収容物の外周の一端が引っかかって、副第３空間ＳＳ３およ
び副第２空間ＳＳ２に収容しづらいというような事態が無くなる。つまり、比較的大きな
サイズの収容物が、副第３空間ＳＳ３および副第２空間ＳＳ２に、簡単に収容される。
【００６７】
　なお、この乖離開口面ＯＰと第２仕切り片ＰＴ２とには望ましい位置がある。それは、
図２に示すように、副第３空間内ＳＳ３にて、乖離開口面ＯＰから第２仕切り片ＰＴ２に
至るまでの最小角度δが鈍角になるような位置である。
【００６８】
　このようになっていると、第３副空間ＳＳ３における乖離開口面ＯＰと第２仕切り片Ｐ
Ｔ２とは、その第２仕切り片ＰＴ２に面する収容物の外側を受け止める。詳説すると、第
２仕切り片ＰＴ２にもたれる収容物が乖離開口面ＯＰに向かって転がり、その収容物の一
部が第１側縁ＥＧ１にて制止されるとともに乖離開口面ＯＰから副第２空間ＳＳ２に侵入
する。その結果、比較的大きなサイズの収容物が、副第３空間ＳＳ３に、簡単に収容され
る。



(10) JP 5191706 B2 2013.5.8

10

20

30

40

50

【００６９】
　また、乖離開口面ＯＰと第１仕切り片ＰＴ１とにも望ましい位置がある。それは、図２
に示すように、副第２空間ＳＳ２にて、乖離開口面ＯＰから第１仕切り片ＰＴ１に至るま
での最小角度θが鈍角になるような位置である。
【００７０】
　このようになっていると、第２副空間ＳＳ２における乖離開口面ＯＰと第１仕切り片Ｐ
Ｔ１とは、その第１仕切り片ＰＴ１に面する収容物の外側を受け止める。詳説すると、第
１仕切り片ＰＴ１にもたれる収容物が乖離開口面ＯＰに向かって転がり、その収容物の一
部が第２側縁ＥＧ２にて制止されるとともに乖離開口面ＯＰから副第３空間ＳＳ３に侵入
する。その結果、比較的大きなサイズの収容物が、副第２空間ＳＳ２に、簡単に収容され
る。
【００７１】
　ところで、以上では、第１収容箱ＢＸ１における第１仕切り片ＰＴ１が、第２仕切り片
ＰＴ２よりも、第１開閉扉ＤＲ１の内側面ＩＳに対して離れて位置することで、各仕切り
片ＰＴ１・ＰＴ２を境に対向する間隔Ｊ（第１間隔Ｊ１～第２間隔Ｊ２）が異なった。そ
の結果、それら間隔Ｊを利用して、収容物の入れ方の自由度が向上した。
【００７２】
　これに伴い、奥行き長も比較的長い上に極めて背の高い収容物、例えば一升瓶が第１収
容箱ＢＸ１に収容できる。ただし、かかるような背の高い収容物が第１収容箱ＢＸ１に収
容されると、第１収容箱ＢＸ１から突き出る収容物の先端が、第２収容箱ＢＸ２に接触し
かねない。そこで、第２収容箱ＢＸ２は、以下のような工夫が施されており、それを図３
および図４を用いて詳説する。
【００７３】
　図３は図７における第２収容箱ＢＸ２の部分拡大図であり、図４は第２収容箱ＢＸ２の
拡大斜視図である。これらの図３および図４に示すように、第２収容箱ＢＸ２は、第２底
板２１および第２外壁２５を含む。
【００７４】
　第２底板２１は、第１収容箱ＢＸ１の第１底板１１同様に、食品および調味料等の収容
物を支える板状部材である。また、この第２底板２１の形状も、第１底板１１同様、第１
開閉扉ＤＲ１の幅長よりも若干短い長手と、その長手よりも短い短手とを有する形状であ
ると望ましい。
【００７５】
　特に、この第２底板２１は、第１収容箱ＢＸ１から突き出る収容物の一端を囲い込む囲
み縁２２を含む。具体的には、囲み縁２２は、第２底板２１における縁の一端（長手方向
の縁）を欠かすことで、内側に食い込むようにした縁である（要は、第２底板２１の縁の
一部が内側にへこんでいる）。
【００７６】
　なお、このような長手の方向および短手の方向が生じる第２底板２１の場合、その長手
方向が第２底板２１（ひいては第２収容箱ＢＸ２）の幅方向Ｗ３となり、短手方向が第２
底板２１の奥行き方向Ｄ３となる（なお、幅方向Ｗ３および奥行き方向Ｄ３に対して直交
等する方向が第２収容箱ＢＸ２の高さ方向Ｔ３となる）。
【００７７】
　第２外壁２５は、第２底板２１から立ち上がるように延びるとともに、収容物を囲い込
む形状（囲み形状）を有する。詳説すると、囲み縁２２を含む第２底板２１の縁に沿うよ
うにして、その第２底板２１から立ち上がる。そのため、この第２外壁２５には、囲み縁
２２につながり、第１収容箱ＢＸ１から突き出る収容物の一端を囲い込む壁面（囲み壁面
２６）が生じる。
【００７８】
　なお、第２底板２１における長手の縁から立ち上がる第２外壁２５の一部分は、長手第
２外壁片２５Ｌ、第２底板２１における短手の縁から立ち上がる第２外壁２５の一部分は
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、短手第２外壁片２５Ｓとする。すると、囲み壁面２６は、長手第２外壁片２５Ｌに生じ
る（要は、長手第２外壁片２５Ｌが第２底板２１側に向かってへこむように撓んでいる）
。
【００７９】
　このような第２収容箱ＢＸ２では、第２底板２１上の空間にて、第２外壁２５で囲まれ
る（少なくとも部分的に囲まれる）空間に、収容物が収容される。
【００８０】
　さらに、この第２収容箱ＢＸ２は、第１開閉扉ＤＲ１の内側面ＩＳにて、第１収容箱Ｂ
Ｘ１における第１外壁１５の延び方向の先に位置する。そして、この第２収容箱ＢＸ２は
、第２底板２１には囲み縁２２、第２外壁２５には囲み壁面２６を含む。そのため、これ
らの囲み縁２２および囲み壁面２６が、第１開閉扉ＤＲ１の内側面ＩＳから乖離し、さら
に、これら囲み縁２２および囲み壁面２６のへこみ方向の先が第１開閉扉ＤＲ１の内側面
ＩＳになればよい。
【００８１】
　このようになっている第２収容箱ＢＸ２の囲み縁２２および囲み壁面２６は、第１収容
箱ＢＸ１にて収容される一升瓶等の先端付近（注ぎ口付近）を囲める。そして、このよう
に囲めると、第１収容箱ＢＸ１に収容されている一升瓶等が第２収容箱ＢＸ２に触れて、
第１開閉扉ＤＲ１の内側面ＩＳから乖離するように倒れ込まない。
【００８２】
　その結果、例えば、倒れ込んだ一升瓶等が冷蔵室４１内部の棚等に接触し、第１開閉扉
ＤＲ１の開閉が阻害されない。また、第１収容箱ＢＸ１に収容される一升瓶等の先端の接
触を避けるべく、第１開閉扉ＤＲ１の内側面ＩＳにおいて、第２収容箱ＢＸ２が第１収容
箱ＢＸ１から過剰に離れなくてもよい。そのため、図８および図９等に示すように、限ら
れた第１開閉扉ＤＲ１の内側面ＩＳに、複数の第２収容箱ＢＸ２・ＢＸ２が取り付けられ
る。
【００８３】
　なお、第１収容箱ＢＸ１と第２収容箱ＢＸ２との並ぶ方向（高さ方向Ｔ１）にて、第２
底板２１の囲み縁２２および第２外壁２５の囲み壁面２６と、第２仕切り片ＰＴ２（詳説
すると、副第３空間ＳＳ３）とが並んでいると望ましい。
【００８４】
　副第３空間ＳＳ３は、第１開閉扉ＤＲ１の内側面ＩＳに取り付けられた第１収容箱ＢＸ
１にて、その内側面ＩＳから離れた側の副空間ＳＳであり、比較的長い第３間隔Ｊ３を有
する。そのため、この副第３空間ＳＳ３に、比較的長い奥行き長の上に極めて背の高い収
容物である一升瓶等が収容されやすいためである。
【００８５】
　［その他の実施の形態］
　なお、本発明は上記の実施の形態に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、種
々の変更が可能である。
【００８６】
　例えば、第１収容箱ＢＸ１および第２収容箱ＢＸ２が取り付けられる対象は、冷凍冷蔵
庫４９等の冷却庫に限らない。ロッカー、クローゼット、および工具箱等に、第１収容箱
ＢＸ１および第２収容箱ＢＸ２が取り付けられてもよい。
【００８７】
　また、第１収容箱ＢＸ１と第２収容箱ＢＸ２とがセット（収容箱セット）になって取り
付けられる必要はなく、第１収容箱ＢＸ１のみが冷凍冷蔵庫４９に取り付けられてもよい
。このような冷凍冷蔵庫４９であっても、一升瓶等を収容できるためである（もちろん、
収容箱セットが取り付けられてもよい）。
【００８８】
　なお、第１収容箱ＢＸ１および第２収容箱ＢＸ２の取り付け方は、特に限定されるもの
ではない。例えば、第１収容箱ＢＸ１および第２収容箱ＢＸ２の一部に形成された溝と、
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第１開閉扉ＤＲ１の内側面ＩＳに形成された突起とが嵌り合うことで、取り付けが実現し
てもよいし、その他の取り付け方であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】は、図６にて図示された第１収容箱付近の拡大断面図および拡大側面図である。
【図２】は、第１収容箱の拡大斜視図である。
【図３】は、図７にて図示された第２収容箱付近の拡大断面図および拡大側面図である。
【図４】は、第２収容箱の拡大斜視図である。
【図５】は、冷凍冷蔵庫における冷蔵室付近の側面断面図である。
【図６】は、図５の冷凍冷蔵庫におけるＡ－Ａ’線矢視方向からみた断面図および側面図
である。
【図７】は、図５の冷凍冷蔵庫におけるＢ－Ｂ’線矢視方向からみた断面図および側面図
である。
【図８】は、一方向からみた第１開閉扉の斜視図である。
【図９】は、図８での一方向とは異なる方向からみた第１開閉扉の斜視図である。
【図１０】は、第１開閉扉の内側面を正面とする平面図である。
【図１１】は、冷蔵室の天面側から底面側に向かって、第１開閉扉をみた平面図である。
【図１２】は、第１開閉扉を開閉可能に取り付けている冷蔵室の側壁側からみた側面図で
ある。
【図１３】は、第２開閉扉に隣り合う第１開閉扉の縁側からみた側面図である。
【符号の説明】
【００９０】
　　　ＢＸ　　　収容箱
　　　ＢＸ１　　第１収容箱
　　　ＢＸ２　　第２収容箱
　　　１１　　　第１底板
　　　１５　　　第１外壁
　　　１５Ｌ　　長手第１外壁片（第１外壁）
　　　１５Ｓ　　短手第１外壁片（第１外壁）
　　　ＰＴ　　　仕切り壁
　　　ＰＴ１　　第１仕切り片
　　　ＰＴ２　　第２仕切り片
　　　Ｅ１　　　第１方向
　　　Ｅ２　　　第２方向
　　　ＳＰ　　　面上空間
　　　Ｊ１　　　第１間隔
　　　Ｊ２　　　第２間隔
　　　Ｊ３　　　第３間隔
　　　Ｊ４　　　第４間隔
　　　ＥＧ１　　第１側縁
　　　ＥＧ２　　第２側縁
　　　ＭＳ１　　主第１空間
　　　ＭＳ２　　主第２空間
　　　ＳＳ　　　副空間
　　　ＳＳ１　　副第１空間
　　　ＳＳ２　　副第２空間
　　　ＳＳ３　　副第３空間
　　　ＳＳ４　　副第４空間
　　　２１　　　第２底板
　　　２２　　　囲み縁
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　　　２５　　　第２外壁
　　　２５Ｌ　　長手第２外壁片（第２外壁）
　　　２５Ｓ　　短手第２外壁片（第２外壁）
　　　２６　　　囲み壁面
　　　ＤＲ　　　開閉扉
　　　ＤＲ１　　第１開閉扉
　　　ＤＲ２　　第２開閉扉
　　　４１　　　冷蔵室
　　　４２　　　冷蔵室の天面
　　　４３　　　冷蔵室の底面
　　　４４　　　冷蔵室の側面
　　　４９　　　冷凍冷蔵庫（冷却庫）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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